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0 　�序文

　MFJスーパーモト公認競技会は、国際モーターサイクリズム連盟（FIM）のスポーツコードに基づき、一般財団法人

日本モーターサイクルスポーツ協会（MFJ）の公認のもとに、「国内競技規則」ならびに大会公式通知によって運営され

る。

1 　�適用の範囲

　以下に記す規則は、世界選手権を除く国内の公認スーパーモト競技会に適用される。

2 　�スーパーモト

　舗装路と一部の未舗装路で構成され、完全にクローズされたコースで行われるレースであり、国内競技規則およびこ

の付則により管理・運営される。

　未舗装路の代替として、舗装路面に凹凸、急勾配、走路方向が急変するような障害物を配置および設置できる。

3 　�レース中の公式シグナル（合図）

3-1  ライダーは掲示される公式シグナルを確認し、そのシグナルに従わなければならない。

3-2  公式シグナル（合図）は、約750mm×600mm寸法の旗を使用し、次のように提示される。

シグナル 意　味
日章旗またレッドライト消灯 レーススタート

赤旗 競技中断。すべてのライダーは低速で最大限の慎重さと注意をもっ
てピットレーンに戻る。

黒旗＋黒地に白文字でゼッケンを記した
ボード サインボードで示された番号の競技車両は速やかにピットインする。

黄旗（振動）
速度を大幅に減速、停止準備、追い越し禁止、大幅に減速してジャ
ンプを通過
※黄旗振動～転倒事故区間を過ぎるまでの区間を適用範囲とする

赤ストライプ付き黄旗 オイル・水またはその他この付近のコース上にすべりやすい地点あ
り。

緑旗 レーススタート時におけるコースクリアを示す為に使用される場合
がある。

チェッカー旗（白黒） レースまたはプラクティスセッション（公式予選等）の終了を示す。

青旗とチェッカー旗

ファイナルラップにフィニッシュライン手前でトップライダー直前
に他のライダーが走行している場合、トップライダーはレース終了
を伝え、トップライダー直前を走るライダーはもう 1 周することを
伝える。コントロールライン付近で青旗とチェッカー旗が同時に振
動提示される。

ジャンプスタートボード
「JUMP START +15 SECONDS」の文字
の下に車両ナンバーを付したボード

当該ライダーはジャンプスタートのため競技結果に15秒加算される。

青旗（振動） 後方よりペースの速い車両が接近し、追い越される状態にある。
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4 　�出場車両

　車両（MFJ公認車両含む）は、第3章 競技会　17 出場車両の条件を満たし、安全上完全に整備されており、メイン

フレームには車両認識番号、クランクケースにはエンジン認識番号が刻印または刻印されたプレートの貼付等による表

示がされていなければならない。認識番号の刻印がない、または新しいメインフレームおよびクランクケースを使用す

る場合は刻印されたプレートを新たに貼付すること。

　改造されて型式（モデル）が判別できないような車両または車両検査にて不合格となった車両は競技会への出場が認

められない。

5 　�MFJ公認車両

●全日本選手権

　アンリミテッド車両を除き、MFJ公認車両　スポーツ専用市販車（モトクロッサーまたはスーパーモト）または、一

般市販車（オフロードタイプ）に登録されている車両に限定される。

　ただし、MFJスーパーモト委員会の承認により例外車両が認められる場合もある。

●S1チャレンジ（地方選手権）

　MFJ公認車両の有無を問わない。ただし、付則26 スーパーモト技術規則に合致していること。

6 　�ライダーの装備

●ヘルメットおよび装備は、レース期間を通じて車検で合検したものを使用しなくてはならない。

　また、車検以前の練習においても、公認された適切なものを使用すること。

　車検には複数の装備を持ち込み、確認を得ることができる。

●ヘルメットおよび装備品には、ウェアラブルカメラ等の装着が禁止される。

6-1  ヘルメット

6-1-1  ヘルメットはMFJがモトクロス用もしくはロードレース用として公認したものでなければならない。

6-1-2  MFJ公認ヘルメットには、MFJ公認マークが貼付される。

 ※MFJ公認マーク〈2022規格〉

公認 

公認 

公認 

推奨   ヘルメットは、使用頻度や保存状態で経年変化に差があるが、使用開始後10年を経過した製品は

使用しないことを推奨する。

予告事項：旧規格「使用期限　2026年12月31日」のヘルメットは2027年から使用できなくなります。
 ※公認マーク規格および使用期限については、巻末ページを確認ください。

6-1-3  競技会の車両検査時にヘルメットの検査が行なわれ、検査に合格しなかったヘルメットは、MFJの公認

したヘルメットであっても当該ライダーの安全上、その使用を禁止される。

●使用が認められない例

1）帽体本体の樹脂部分に至る損傷（ひび割れ）がある場合。

2）帽体本体の樹脂部分を削るようなスライド痕がある場合。

3）帽体内部の発泡スチロールの緩衝材に損傷（ひび割れ・窪み）がある場合。

4）顎紐取り付け部、Dリング取り付け部、紐自体の劣化等ヘルメットの固定に支障がある場合。

5）シールド固定部の損傷、シールド自体にひび割れがある場合。

6-2  ゴーグル

  ガラスを用いたゴーグルの使用は一切禁止される。枠は柔軟な素材を使用したもので転倒による衝撃を
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受けた場合でも危険でないものでなくてはならない。

6-3  ライダーの服装

6-3-1  レーシングスーツ

6-3-1-1  レーシングスーツはMFJがロードレース用もしくはスーパーモト用として公認したものでなければなら

ない。

6-3-1-2  MFJが公認したレーシングスーツには、MFJ公認マークが貼付されている。

 ※MFJレーシングスーツ公認マーク〈2022規格〉

  予告事項：旧規格「使用期限　2026年12月31日」のレーシングスーツは2027年から使用できなく
なります。

 ※公認マーク規格および使用期限については、巻末ページを確認ください。

6-3-1-3  レーシングスーツ左胸前部内側または胸部前部下前立てに氏名をカタカナおよび血液型をアルファベッ

トで明記しなければならない。

6-3-1-4  競技会の車両検査時にレーシングスーツの検査が行なわれ、合格しなかった場合は、ライダー本人の安

全上、使用を禁止する。

●使用を認められない例

1）レーシングスーツの表面が摩耗により穴が内部まで貫通している。また明らかに厚みを失い貫通が懸

念される場合。

2）レーシングスーツ表面が裂けて内部まで貫通している。

ここで言う「レーシングスーツ表面」にはベース皮革に上乗せしたデザイン上の皮革部分は除く。

3）縫製部分がほつれて、内部まで貫通している。

4）ファスナーが機能していない。

5）プロテクター（背部、肩、肘、膝）が破損している。

6-3-1-5  レーシングスーツには肩、肘、腰、膝部にプロテクター（パッド）等の緩衝材が取り付けられていなけれ

ばならない。競技会使用時には公認時のプロテクター（パッド）類が装備されていること。

6-3-2  ブーツ

6-3-2-1  皮革もしくは皮革と同等の素材または硬質の樹脂等で形成されたものでなければならない。

6-3-2-2  最低70mmにわたりレーシングスーツの膝下と重なり合う長さがなければならない。

6-3-2-3  脱落を防止するためのクロージャーシステム（ファスナー、バックル等）を備えていなければならない（伸

縮性素材単体での脱落防止は不可）。

6-3-3  グローブ

6-3-3-1  皮革もしくは皮革と同等の素材のものでなければならない。

6-3-3-2  最低50mmにわたりレーシングスーツの袖口と重なり合う長さがなければならない。

6-3-3-3  手にしっかりと留めることができなければならない（伸縮性素材単体は不可）。

6-3-3-4  グローブの外側に適切なこぶし（指関節部）プロテクションが施されていなければならない。

6-3-4  プロテクター

6-3-4-1  胸部を保護するプロテクション（チェストガード）と脊髄プロテクション（バックプロテクター）の装

備が強く推奨される。チェストガードはレーシングスーツと一体式または別体式どちらのタイプを使用

しても良い。

  チェストガードは、モーターサイクル用で衝撃緩衝効果のある素材であることが望ましい。

6-3-5  ライディングウェア

  レーシングスーツの上に皮革製以外のウェアを着用することは認められるが、体にフィットしており、

容易にマシン等に巻き込まれる可能性のないものでなければならない。
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  （ライディングウェアの形状についての使用可否は、各競技会での車検にて最終判断を行なう）

6-4  マウスガード（マウスピース）

  口の怪我防止のため、カスタムメイドのマウスガードの装着が奨励される。

  マウスガードの色は、口の中の出血が見分けやすいように赤色以外の明るい色が望ましい。

  常時噛み合わせをしていないと固定されないタイプのものは、誤飲防止のため使用を禁止する。

7 　�参加資格・クラス名称・車両区分

7-1  参加資格

  ライダーは、第3章 競技会　13 競技参加者に合致していなければならない。

競技会名 参加資格 開催クラス

全日本スーパーモト選手権 スーパーモトA級
S1 PRO

S1 OPEN・S2

S1チャレンジ（地方選手権） スーパーモトB級
スーパーモトA級（ポイント対象外） S1 OPEN・S2・S3

7-1-1  全日本スーパーモト選手権 S1 PROクラス参加資格（登録）について

  全日本スーパーモト選手権 S1 PROクラスはスーパーモトの国内最高峰クラスに位置づけられ、このク

ラスは、登録された選手のみで開催される。

  登録選手は、当該年度の全日本の他クラスに出場することはできない。

7-1-1-1  S1 PROクラス登録資格の優先順位

  前年度のランキングをもとに登録の優先順位を定め、最大27名の登録制とする。定員27名になり次第、

締め切られる。

  登録申請は、MFJ事務局に申請しなければならない（申請期間は別途告知される）。

  〈優先順位〉

①前年度全日本スーパーモト S1 PROクラス：ランキング上位15名（残留）

②前年度全日本スーパーモト S1 OPENクラス：ランキング1位～3位（自動昇格）

③前年度全日本スーパーモト S2クラス：ランキング1位～3位（選択制）

④前年度全日本スーパーモトS1PROクラス：ランキング16位以下の選手（選択制）

※最大登録人数を超えた場合はランキング上位の選手を優先とする。

⑤MFJスーパーモト委員会推薦者

7-1-1-2  S1 PROクラスワイルドカード

  大会ごとにエントリー時点で当該大会の最大グリッド数を上限として、ワイルドカードが認められる。

ただし、当該年度全日本スーパーモト選手権において他のクラスに出場した選手がエントリーすること

はできない。

  エントリーした選手の最終的な出場可否は、大会主催者により決定される。

7-2  クラス名称・車両区分

競技クラス 車両区分名称
排　気　量

4ストローク 2ストローク

S1 OPEN
アンリミテッド 市販車状態で460㏄以上の車両 460㏄以上

S1 290㏄～450㏄ 175㏄～250㏄

S1 PRO（M-1） S1 290㏄～450㏄ 175㏄～250㏄

S2（M-2） S2 175㏄～250㏄ 100㏄～125㏄

S3（M-3） S3
一般市販車 231㏄～250㏄

レーサー（MX・ED） 85㏄～150㏄ 51㏄～85㏄

S4 S4 一般市販車
（国産・外国車）

51㏄～125㏄

S4ストック S4ストック 50㏄以下 50㏄以下
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・S1 PRO クラスの参加車両は、「S1車両」に限定される。

・S1 OPEN クラスは「アンリミテッドおよびS1車両」が参加できる。

・排気量の改造による競技クラス変更は認められない。
・一般市販車の定義

生産メーカー出荷時に、一般公道用として販売した車両に限る。また生産メーカー出荷後に生産メー

カー以外が一般走行可能な改良、エンジン排気量を変更した車両はレーサーと見なされる。

・M-1・2・3およびS4・S4ストック・MEとは、承認競技会のクラス区分をいう。

8 　�ホイールリムサイズとタイヤ

8-1  以下に制限される。

車　両　区　分 ホイールサイズ タ　イ　ヤ

アンリミテッド

16インチ以上17インチ以内 規定せず　スリック・ウェットなどS1

S2

S3 14インチ以上19インチ以内
一般市販タイヤ（溝付き）・ウェット

S4・S4ストック 14インチ以下

8-2  タイヤについては、モトクロス、エンデューロまたはトライアルタイヤは禁止される。

8-3  S1 PRO・S1 OPEN・S2クラスの使用タイヤについては、追加のトレッドグルーブ、カット等がフロン

トおよびリアタイヤに認められる。

8-4  S3およびM3、S4およびS4ストック・MEクラスは、一般市販タイヤ（溝付き）とする。レーシングタ

イヤ（スリック）の使用は禁止される。ただし、ウェットタイヤの使用は認められる。

9 　�出場申込み

9-1  出場申込み場所および期間は、大会特別規則に定めるものとする。

9-2  出場申込み手続き

9-2-1  各部門とも所定の申込書に必要事項をすべて記入し、出場料を添えてエントリー期間内に大会事務局に

提出しなければならない。

9-2-2  郵送の場合は現金書留を使用し、締切日当日の消印のあるものまでが有効となる。

9-2-3  締切日以降の申込みおよび電話・FAX等の申込みは一切受付けない。

9-3  ピットクルーの登録

  ピットクルーの登録は1選手に対し4名以内とする。

9-3-1  出場申込み後にピットクルーの追加は一切できない。ただし大会当日の受付時に、他のピットクルーラ

イセンス所持者と変更することはできる。

  ピットクルーの変更手数料は1名につき1,100円（税込）とする。

9-3-2  複数のライダーにピットクルーを重複登録することは認められるが、パスの支給はピットクルー1 名に

対し1枚のみとする。

9-3-3  参加ライダー本人を自分のピットクルーとして登録することはできない（ただし作業をすることはでき

る）。

9-3-4  ピットクルーパスおよびピットクルーライセンスの装着義務

  ピット作業を行うクルーは、各自が用意するパスケースにピットクルーパスを収納し、判別しやすい箇

所に装着しなければならない。主催者が装着方法を指定する場合は、それに従わなければならない。
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10　�参加受理

10-1  必要事項を記入した出場申込書および所定の金額を決められた期間内に大会事務局が受理したもののみ、

参加受理書が発送される。

10-2  大会が中止された場合、また参加者が何らかの理由によって拒否された場合のみ（申込者が必要な手続

きを怠った場合はこれに当てはまらない）出場料が返却される。

10-3  いったん受理された出場料は、上記10-2および第3章 競技会　30 競技会の延期および中止等の場合を

除き、いかなる理由があっても返却されない。公式予選を通過しなかった場合も同様とする。

11　�公式通知・タイムスケジュール

　公式通知およびタイムスケジュールの詳細は、申込み締切後に通知される。

12　�参加定員

　定員は定める場合がある。

13　�ゼッケンナンバー

13-1  ゼッケンナンバーは、車両検査までに規定の書体および色で記入しなければならない。

13-2  ゼッケンナンバーの状態は、車両検査時に車検員によって確認され、判読しにくいと判断された場合に

は修正が要求される。

  ゼッケンの修正を要求された場合、速やかに修正を行い、再度車両検査を受けなければならない。

13-3  予選およびレース中、ゼッケンが読みにくい場合や、間違ったゼッケンナンバーを装着して走行した場

合は、その周回数は記録されない。

14　�出場受付

14-1  出場受付の時間および場所は、公式通知によって示される。

14-2  定められた時間内に、必ずライダー本人または当該ライダーのメカニックがMFJライセンス、参加受理

書を提示して出場資格の確認を受けなければならない。

14-3  当該年度有効なMFJライセンスを提示できない者は、出場が認められない。

15　�車両検査

15-1  車両検査は、公式通知に示されるタイムスケジュールに従って、パドック内の車両検査区域において行

なわれる。

15-2  車両検査のための車両は、ライダー本人または当該ライダーのメカニックが出場受付終了後、車両仕様

書とともに持参し、必ずタイムスケジュールに示された時間内に検査を受けなければならない。また、

車両に打刻されたナンバー（エンジン部・フレーム部）が失われている車両については、販売証明書の添

付または交換前の刻印のあるフレームまたはクランクケースを車両検査場に提示すること。認識番号の

ない車両およびエンジンについては、各競技施設で車両およびエンジン認識マーク（打刻またはペイント）

を付加する事も認められ、以降の競技会の車両仕様書の認識番号として使用できる。

  規定時間以外の車両検査は、競技監督が不可抗力な事情によるものとして特別に認めた場合以外は行な

わない。

15-3  車両検査に持ち込み可能台数は各クラスライダー1名につき1台とする。

15-4  車両検査において、規則違反または安全上出場が不適当と判定された車両は、公式予選を含む一切の走



［付則25］-7

2025年度　MFJ国内競技規則　付則25　スーパーモト競技規則 12月25日版

行を拒否される。

15-5  主催者は、大会期間中、必要に応じて随時車両の検査を行うことができる。その際、規則に準拠してい

ない車両がある場合、当該車両の使用は認められない。

16　�ライダーの変更

　ライダーの変更は認められない。

17　�車両の変更

17-1  登録された車両の変更は原則として認められない。

17-2  変更する必要が生じた場合は、所定の書式に従って変更申請を行い、競技監督が認めた場合に限り車両（車

両ごと、フレームまたはエンジン単体含む）の変更が認められる。

17-3  フレームおよびクランクケース（エンジンアッセンブリー含む）の変更は、車両の変更と見なされ、車

両変更手続きをしなけらばならない。

17-4  識別のないフレームおよびクランクケース（エンジン）に変更する場合は、販売証明書の添付または交

換前の刻印のあるフレームまたはクランクケースを車両検査場に提示すること。認識番号のない車両お

よびエンジンについては、各競技施設で車両およびエンジン認識マーク（打刻またはペイント）を付加

することも認められ、以降の競技会の車両仕様書の認識番号として使用できる。いずれかの提示ができ

ない場合は、原則として競技会への出場は認めない。

17-5  エントリー車両と、車検を受ける車両の変更

  参加受理書発送後エントリー用紙記入車両に変更がある場合、選手受付時に車両変更手続きをしなけれ

ばならない。

17-6  車検終了後の変更は、予選暫定結果（レース形式の予選がある場合はそれを含む）発表後20分以内まで

とし、それ以降の変更は認められない。なお、予選終了後に車両変更申請（車両ごと、フレームまたは

エンジン単体を含む）を行なった場合は決勝レースはピットスタートとする。

17-7  車検終了後の車両変更

  車両変更を希望する選手は、大会事務局にて車両変更申請を行い、申請が受理された場合は、必ず車両

検査を受け最終的な出場許可を得なければならない。車両変更手数料は5,500円（税込）とする。

17-8  車両変更は同部門、同クラス間の変更のみ許可される。

18　�部品の変更

　フレーム、クランクケース、サイレンサーの変更は原則として認められない。ただし、交換のためにあらかじめ検査

を受けたサイレンサーは除く。フレームの変更、クランクケース（エンジンアッセンブリー含む）の変更は、車両の変

更と見なされる。

19　�ブリーフィング

　主催者がブリーフィング（競技に関する要領説明）を行なう場合はライダー本人が必ず出席しなければならない。欠

席した場合、罰則が科せられる。

20　�レースフォーマット

　各クラスの公式練習・予選方式と決勝レースの周回数は、公式通知によって定められる。

20-1  公式練習への参加は自由とする。

20-2  全日本スーパーモト選手権のレースフォーマット
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  全日本スーパーモト選手権（S1 PRO・S1 OPEN・S2）のレースフォーマットは、タイム計測方式の計

時予選と決勝2レース制で行なわれる。予選時間および決勝周回数は、主催者によって定められ、公式

通知で発表される（決勝の2レースは、各レースのレース時間（周回数）が異なる場合もある）。

20-3  決勝2レースのスターティンググリッド

  決勝2レースの場合

・レース1のスターティンググリッドは予選結果順とする。

・レース2のスターティンググリッドは決勝レース1の結果順とする。

21　�公式予選

21-1  全日本スーパーモト選手権における予選組分け方法

  予選が複数組に別れる場合、組分けの方法は、以下のとおりとする。

21-1-1  第2戦までは、前年度の当該クラスのランキング順に振り分ける。

21-1-2  第3戦以降、エントリー締切り時点の当該年度ランキング順とする。

21-1-3  前年度ランキングに載っていない場合やクラス変更を行なったライダーの場合は、指定されたゼッケン

の若い順に振り分けられる。

  予選組分け対象者は、当該大会にエントリーしている者とする。

21-2  公式予選

21-2-1  公式予選は、原則として各クラス別に行なわれる。

21-2-2  公式予選は、タイム計測方式とレース方式およびレース方式の併用方式がある。

  予選方式・スケジュールは、主催者によって定められ、公式通知で発表される。

21-3  公式予選の内容

21-3-1  レースに出場するすべてのライダーは、公式予選に参加し、最終的に出場資格を取得しなければならない。

21-3-2  公式予選においては、競技役員による車両の安全チェックがなされた後にスタートする。公式予選が何

らかの理由により中断された場合、残り時間分の予選を再開するが、必要に応じて大会審査委員会が再

予選時間の短縮や打ち切り、延長を決定することができる。

21-4  タイム計測方式

21-4-1  公式予選では、ラップタイムが測定される。

21-4-2  公式予選において測定される各ライダーのベストラップタイムにより、大会特別規則に示されたレース

出場台数を限度としてスタート位置が定められる。ベストラップタイムが同じ場合は、セカンドラップ

タイムによる。

21-4-3  各クラスの公式予選義務周回数が設定される場合は、特別規則に示される。なお、最初の1ラップ目は

計測されないが、周回数には算定される。

21-4-4  2種目以上に出場するライダーは、出場全種目の公式予選に出場しなければならない。

21-4-5  複数組で行なわれる予選の順位決定方法

21-4-6  予選結果を総合タイム順によって決定する場合と予選組ごとの順位により決定する場合がある。

21-4-7  天候の変化等により路面状況に大きな差異が認められると競技監督が判断した場合には予選組ごとの順

位によって決定する。この決定に対する抗議は一切受けつけない。

21-4-8  各予選組ごとのタイム順で決定した場合のグリッドは、各予選組のトップのタイムを比較しその順番で

振り分けることとする。

21-4-9  最終的なスターティンググリッドは大会審査委員会の決定による。

  この決定に対する抗議は認められない。

21-4-10  予選通過者で出場不可能となった者は、すみやかにその旨を届け出なければならない。

21-5  レース方式

21-5-1  ヒートレース／セミファイナルレースなどに分けられる。

  レースフォーマット、予選組数、決勝進出者人数および周回数については、公式通知等に示される。
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21-5-2  ヒートレースの組み分けおよびグリッドについては、公式通知に示される。

  セミファイナルや決勝への出走組み合わせを決定する場合、各予選組の順位を交互に選出される。

21-6  ウェイティング（繰り上げ出場）

  決勝レースに出場不可能となった者がいた場合、その者に代わり予選結果次点の者で「ウェイティング
申請書」を提出したライダーの決勝レース参加を特別に認めること。

21-6-1  ウェイティングの資格を有する者は「ウェイティング申請書」を提出した者の中で総合予選結果での上
位3名までとする。

21-6-2  予選結果発表後主催者が規定する時間内に「ウェイティング申請書」を提出する。

21-6-3  主催者が規定する時間内にリタイヤするライダーがいない場合、出走は認められない。

22　�決勝レースの出場台数

　決勝レース出場台数は、各大会の特別規則に示される。

23　�スタート方法

23-1  スタート位置は、すべてのライダーが正規のスタートラインからスタートするものとし、各ライダーに

与えられたスタート位置による距離的、時間的なハンディキャップは一切考慮されない。

  スタート位置が未舗装路の場合は、モトクロス式の横一線のスタート方式を採用する場合もある。

23-2  スタート手順は原則として以下とするが、詳細は各大会の特別規則または、公式通知によって示された

場合には、それに従わなければならない。

23-2-1  主催者の定める時間にスタート前チェックを受け、チェック後マシンとともにウエイティングエリアに

待機。

23-2-2  主催者の定める方法にてグリッドポジションにつく。

  スターティンググリッドには、当該クラス出場ライダーに登録されているピットクルーとそのライダー

のためにパラソルを持って立つ者1名、プレス、および必要なオフィシャルの立ち入りが許可される。

23-2-3  グリッドポジションについてからウォームアップスタート 3 分前まで、グリッド上またはピットで認め

られる行為

・タイヤウォーマーの使用（ただし、余熱のみ）

・通常の整備（大幅な修理はピットに移動しなければならない）

・タイヤ交換

  グリッド上で禁止される行為

・給油

23-2-4  ウォームアップラップ開始3分前ボード

  すべての調整は『3分前』のボードが出るまでに完了しなければならない。

  この時点で、グリッド上のマシンのタイヤウォーマーは速やかに取り外さなくてはならない。

  また、エンジンの始動を手伝うため、ライダー1名につき2名のメカニックとそのライダーのためにパラ

ソルを持って立つ 1 名、および必要なオフィシャル以外の人間は全員グリッドから退去しなければなら

ない。さらに調整を行うことを希望するライダーはマシンをピットレーンまで押して行き、そこで調整

を行なうことができる。この場合当該ライダーはピットレーンからウォームアップラップを開始する。

23-2-5  ウォームアップラップ開始1分前ボード（エンジンスタート）

  この時点でライダー1名につき、エンジン始動を手伝う2名のメカニック以外の全員がグリッドから退去

する。このメカニックはライダーが押しがけするのを助けその後速やかにグリッドから退去する（車検

で許可された外部スターターの使用が認められる）。

23-2-6  ウォームアップラップ開始30秒前ボード

  全ライダーはエンジンが始動している状態でグリッドの所定の位置に着かなくてはならない。これ以降
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メカニックの援助は禁止される。マシンをスタートできないライダーはマシンをピットレーンに移動し、

そこでさらにマシンが始動するよう試みることができる。このようなライダーはピットレーンからウォ

ームアップを開始することができる。

23-2-7  ウォームアップラップ開始

23-2-7-1  役員の指示に従ってスタートし、1周走行後、グリッドに戻る。

23-2-7-2  通常にスタートした集団が通過した後、ピットレーンで待機していたライダーはウォームアップラップ

に加わることが許可される。

23-2-7-3  グリッドに戻ってきたライダーはエンジンを始動したまま、フロントホイールをグリッドポジションを

示すラインに合わせ、所定の位置につかなければならない。この際、スタートアシスト（スタートデバ

イス補助）のためにメカニックのグリッドへの立ち入りは認められない。

23-2-7-4  グリッド最前列の前には赤旗を持ったオフィシャルが立つ。

  スターティンググリッド後方のオフィシャルがグリーンフラッグを提示し、ライダー全員がグリッドに

ついたことを表す。

23-2-7-5  グリッド後方のオフィシャルがグリーンフラッグを掲げた後に、ウォームアップラップから戻るライダ

ーは、遅着と判断される。

23-2-7-6  グリッドの遅着ライダーは、スターティンググリッドの位置を失い、ピットインし、ピットスタートと

なる。

  ピットインしなかった場合は、審査委員会の同意を得た上で、競技監督の判断により競技結果に15秒加

算のペナルティーが科される。このペナルティー判定に対する抗議は一切認められない。

  ピットスタートの場合、グリッドからスタートしたライダーの集団がピットレーン出口を通過したらオ

フィシャルはピットレーンに待機するライダーをスタートさせる。

23-2-7-7  ウォームアップラップ途中でトラブルに見舞われたライダーは、ピットレーンに戻って修理できる。

23-2-7-8  グリッドでエンジンをストールさせたライダーまたはその他のトラブルに見舞われたライダーは、モー

ターサイクルにまたがったままの状態で、腕を上げ可能な限り後続車両にアピールしトラブルが発生し
ていることを知らせなければならない。また、その方法によって意図的にレースのスタートを遅らせる

ことは許されない。

23-2-7-9  グリッドの各列が整列したら、グリッド後方に待機するオフィシャルがグリーンフラッグを振る。

23-2-7-10  その後スターターはグリッド前方で赤旗を掲示するオフィシャルにコースサイドに歩くよう指示を出す。

23-3  スタート

23-3-1  レッドライトが2～5秒間点灯され、そのレッドライトが消灯された時点でスタートとなる。

23-3-2  レッドライトが消灯された後で、エンジンがストールした場合、トラブルに見舞われたライダーは、エ
ンジン始動を試みる行為をせず、モーターサイクルにまたがったままの状態で、腕を上げ後続車両にア
ピールしなければならない。オフィシャルの指示に従ってマシンをピット作業エリアに押して行かなけ

ればならない。

23-3-3  ピットレーンでは当該ライダーのメカニックがエンジンを始動させるために援助することが許可される。

23-3-4  グリッドからスタートしたライダーの集団がピットレーン出口を通過したらオフィシャルはピットレー

ンに待機するライダーをスタートさせる。

23-4  旗によるスタート手順

  23-2-7-9の手順までは、同様の手順が用いられる。

23-4-1  その後スターターはグリッド前方で赤旗を掲示するオフィシャルにコースサイドに歩くよう指示を出す。

23-4-2  オフィシャルは赤旗を降ろし、スタート旗（国旗）を提示し、10秒以内にスタート旗が振られた時点で

レースのスタートとなる。

23-5  スタートディレイド

  スタート時の安全性を脅かすようなトラブルがグリッド上で発生した場合、スタートを受け持つオフィ

シャルがイエローフラッグを掲示する。この場合ライダーはエンジンを停止させなければならない。各

ライダーについて 2 名のメカニックがエンジン始動を補助するためにグリッドに立ち入ることが許可さ
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れる。

23-5-1  スタート手順は『1分前』ボードの段階から再開され、ライダーは追加のウォームアップラップを1周走

行し、レース周回数は1周減算される。

※サイティングラップスタートの時間、グリッド列ボードの配列（ない場合もある）、またはその他の手

順について省略する場合がある。この場合、各特別規則ならびに公式通知に示される。

23-5-2  スタート時、スタートディレイドの原因となったライダーは、再スタート時には最後尾グリッドからス

タートしなければならない。

23-5-3  複数のペナルティー対象者があった場合、最後尾グリッドの並び順は元のグリッド順とする。

23-5-4  スタートディレイド2回目となった場合、新たなペナルティー対象者は1回目の対象者の次のグリッドか

らスタートしなければならない。1回目の原因となったライダーが、2回目のディレイド時に元のグリッ

ドに戻ることはできない。

23-5-5  審査委員会が明らかにその原因が不可抗力によるものと判断した場合、ペナルティーを科さない場合が

ある。

24　�スタートにおける反則

24-1  スタートラインについた車両およびライダーは、スタート手順の開始からスタート合図が出されスター

トが終了するまでスタート合図の統制下にある。

24-2  ジャンプスタートの定義は、スタート合図が行われる前に（シグナルの場合は：レッドライトが点灯し

ている間に）停止位置から車両が前進した場合とし、審査委員会の同意を得た上で競技監督の決定により、

下記のペナルティーが科せられる。

24-2-1  競技結果への15秒の加算。

24-2-2  ジャンプスタートの罰則は、当該ライダーにコントロールライン上で3回（3周）ペナルティーボードに

よって通告される。

24-3  ピットクルーがスタートの規則に従わなかった場合も反則と見なされ、当該ライダーに 1 分加算もしく

は失格のペナルティーが科せられる。

24-4  ペナルティーは、当該ライダーのピットクルーにボードによって通告される。

24-5  再レースの際、同一ライダーが、再度、ジャンプスタートをした場合は、失格となる。

24-6  ジャンプスタートのペナルティー判定に対する抗議は一切受付けられない。

24-7  審査委員会が明らかにその原因が不可抗力によると判断した場合、ペナルティーを科さない場合がある。

25　�レース中の行為

25-1  走行中の遵守事項は、第3章 競技会　15 競技参加者の遵守事項の他、以下も適用される。これに違反し

た場合罰則が科せられる。

25-1-1  ライダーは、指示を伝えるシグナルフラッグに従わなければならない。

25-1-2  ライダーがコースアウトした場合、ライダーは、オフィシャルが指示した場所または、当該ライダーが

有利にならないような場所からレースに復帰することができる。

※この際オフィシャルは下記の補助ができる。

・マシンを起こす補助。

・修理、調整が行われている間マシンを支える。

・ライダーの再スタートを補助する。

25-1-2-1  当該ライダーが有利となるショートカット（コーナー、シケイン等のコース外を走行し、自分に有利と

なる）が発生した場合：

  予選中：当該ラップタイムの抹消

  決勝中：レース結果に30秒のタイム加算または、1周減算
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25-1-3  もしライダーがレースからリタイヤを余儀なくされるようなマシントラブルにあった場合、そのライダ

ーはピットまで戻らずに、コースアウトしてオフィシャルの指示に従い、安全な場所にマシンを止めな

くてはならない。

25-1-4  コース上にオイル等の液体をまき散らす恐れのあるようなトラブルにあった場合、そのライダーはピッ

トまで戻らずに、コースアウトして安全な場所にマシンを止めなければならない。

  また、停止後再スタートを希望する場合はオフィシャルの確認を必要とする。

  上記に違反した場合、10,000円（不課税）以上の罰金が科せられる。

25-1-5  修復作業のためにスロー走行するライダーは、できるかぎりピット設置側を走行しなければならない。

25-1-6  コース外側より、作業もしくは工具・部品等の援助を受けてはならない。この場合は失格とされる。

  いかなる場合でも、逆方向への走行あるいは規定外のコースを走行してはならない。これに違反した場

合は罰則が科せられる。

25-1-7  レース中（予選中を含む）直線部分では前車を追い越すためあるいは後車のスリップストリーミングを

外す目的以外で、進路を著しく変更することは禁止される。

25-2  ピットイン

  ライダーはレースおよびプラクティス中にマシンの調整やタイヤ交換のためにピットに戻ることができ

る。レースにおいてはすべての作業は主催者によって定められたピット作業エリアにて行なわれなけれ

ばならない。

25-2-1  ピットインする車両のライダーは、ピットレーン入口手前よりピット側に車両を寄せ、手または足でピ

ットインの合図を行なったのち、安全を確認して正規のピットレーン入口から進入し、徐行しなければ

ならない。

  ピットエリア（ピットボックス前の作業エリア）を走行することは禁止される。

25-2-2  ピットインする車両のライダーは、自己のピットにできるだけ近いピットレーンからピットエリアに入

り、できるだけ自己のピットに近づけて車両を停車させなければならない。

25-2-3  ピットインしてピットエリアに入った車両および当該車両のライダーやピットクルーは、ピットレーン

およびピットエリアにおいて他の車両の通過を妨げてはならない。

25-2-4  ピットインの際、自己のピット前を通り過ぎて停車した車両のライダーは、オフィシャルの許可を得て、

当該車両のライダーおよびピットクルーによって押し戻し、自己のピットにつけることができる。

25-3  ピットアウト

25-3-1  ピットレーンにおいてはピットインしてくる車両に優先権がある。

25-3-2  ピットレーンからコースに復帰するライダーは、正規のピットレーンからコースインし、最初のコーナ

ー出口に達するまで、ピット設置側に沿って走行しなければならず、その間、後方から近づく車両の走

行を妨げてはならない。

25-3-3  ピットでエンジンを止めたライダーは、メカニックの補助を受けてマシンを再スタートすることができる。

25-4  ピット作業

25-4-1  レース中、車両の修理、調整、部品交換は、ピットに準備してある部品と工具によって行わなければな

らない。給油中は、必ずエンジンを停止しなければならない。

25-4-2  ピット区域内にオイルをこぼしたり、汚したりした場合は、安全上ただちに清掃しなければならない。

25-5  ピット作業人員

25-5-1  ライダーに対するピットクルー（メカニック、ピットサインマンおよびヘルパー）の合図は、主催者によ

り定められたピット区域またはピットサインエリアのみで行うことができる。

  また、合図はオフィシャルの使用する合図旗とまぎらわしいものであってはならない。

25-5-2  ピットクルーが諸規則に違反した場合の責任は、そのピットクルーが担当するライダーに帰属するもの

とし、当該ライダーに罰則が科せられる。
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26　�停車指示

26-1  レース続行が危険もしくはその疑いがあると見なされるライダーまたは車両について、競技監督は、ピ

ットインを命じるか、レースから除外することができる。

26-2  天災、大事故等の不慮の事態が発生した場合は、競技監督は、赤旗によって全ライダーに対し、停止を

指示することができる。

27　�レースの一時停止

27-1  競技監督が天候上の理由、あるいはそのほかの理由からレースの中断を決定した場合、赤旗がスタート

ラインで掲示される。ライダーはただちに減速し、ピットレーンに戻らなくてはならない。当該レース

の結果はレースを続行していたライダー全員が、赤旗が掲示されずにフルラップを完了した時点でのも

のとされる。

27-2  27-1により発行されたレース結果において、トップのライダーが、本来のレース距離50％未満の走行の

場合、残りの周回数で再レースが行われる。もしレースの再スタートが不可能な場合、トップのライダ

ーの走行周回数が2周以下の場合は、このレースは中止と宣言される。ただし、予選があった場合、ポ

イントは予選結果（決勝グリッド表）に基づいて正規のポイントの1/2が与えられる（小数点以下第2位

四捨五入）。トップのライダーの走行周回数が3周以上かつ本来のレース距離50％未満の場合は、正規の

ポイントの2/3が与えられ（小数点以下第2位四捨五入）、レース完了とする。

27-3  27-1により発行されたレース結果において、トップのライダーが本来のレース距離の50％以上（小数点

以下切り捨て）を走行した場合、当該レースは完了したと見なされ、ポイントはフルに与えられる。

28　�赤旗中断されたレースの再スタート

　レースが再スタートされる場合、再スタートはコース・コンディションの許すかぎり速やかに行われなくてはならな

い。ライダーがピットに戻りしだい、競技監督は新たなスタート時刻を発表する。このスタート時刻は状況が許すかぎ

り最初の赤旗が掲示されてから30分以内に設定される。

28-1  競技結果（トップのライダー）がレース距離50％未満の場合の再スタートには下記各項が適用される。

28-1-1  全ライダーがスタートできる。

28-1-2  マシンの修理・給油ができる。

28-1-3  転倒車両を使用する際には車検長の許可を必要とする。

28-1-4  周回数は減算され、赤旗中断されたレースでトップのライダーが走行完了した残り周回数とする。

28-1-5  グリッドポジションは本来のレースと同じとする。

  （スタートディレイドの原因となり最後方グリッドへ移動したライダーはもとのグリッドにもどる）。

28-1-6  再スタートできないライダーのグリッドはそのまま空席とする。

28-1-7 クイック　リスタート
	 ・	スタートの手順はサイティングラップもしくはマシンを押して、スターティンググリットについたこ

とが確認された段階で、「ウォームアップラップ開始30秒前ボード」が提示される。
	 ・通告されたサイティングラップ開始時刻にピットレーン出口は約30秒間解放される。
	 ・	「ウォームアップラップ開始30秒前ボード」が提示されるまでに、スターティンググリッドにつけな

い場合は、決勝スタートは、ピットスタートとなる。
	 ・グリッドについた車両のエンジンは停止しない。
	 ・	再スタートの場合、ライダー1名につき1名のピットクルー（工具を持たずに）が、ライダーにグリッ

ド位置を教えるために、グリッドに入ることが認められる。
28-1-8  レースの最終結果は、複数のレースの周回数を合算し、最大数の周回のライダーが優勝者となる。周回

数が同数の場合は、最終レースの順位が優先される。ただし、複数のレースタイムは合算されない。
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29　�リタイヤ（棄権）

29-1  リタイヤと停止（競技中、コース内での停止）は、第3章 競技会　23 競技　23-5 停止による。

29-2  ライダー本人が負傷その他の理由でリタイヤ届を提出できないときには、オフィシャルの判定によりリ

タイヤと認めることができる。

29-3  ピット以外の区域でリタイヤする場合、ライダーは車両をレース（または予選）終了までオフィシャル

の管理下におかなければならない。ただし、オフィシャルから車両の移動を指示された場合、これに従

わなければならない。

30　�レース終了

30-1  トップのライダーにチェッカーフラッグが提示された後、引き続き後続ライダーにも特別規則に示す時

間提示される。この時間が経過した時をもってレース終了となる。

30-1-1  チェッカーフラッグは、ライダーに分かりやすく目線の高さで提示される。

30-1-2  チェッカーフラッグ提示位置については公式通知に明記される。

  チェッカーフラッグを提示する場合、すべての合図旗を提示するのでなく、チェッカーフラッグとそれ

に付随するブルーフラッグのみを提示する。

30-2  ファイナルラップにフィニッシュライン手前でトップのライダーのすぐ前に他のライダーがいる場合、

スタート・フィニッシュマーシャルは同時にチェッカーと青旗を掲示する。これはトップを走行するラ

イダーはレースを終了するが、そのすぐ前を走っているライダーはファイナルラップを完走しチェッカ

ーフラッグを受けなければならないということを意味する。

30-3  トップを走行するライダーが、所定の周回数を完了する前にレース終了の合図が出された場合、当該レ

ースはその時点で終了したものと見なされる。

  何らかの理由によって、レース終了の合図が遅れた場合でも、レースはそれが本来終了する時点で終了

したものと見なされる。

30-4  トップのライダーにチェッカーフラッグが掲示されたと同時に、ピットロード出口は閉鎖される。

31　�優勝者、順位、完走者

31-1  優勝者

31-1-1  優勝者は規定の距離（周回数）または時間を完走して最初にフィニッシュライン（コントロールライン）

を通過したライダーである。

31-1-2  写真判定が用いられる場合には勝者の決定はフロントタイヤの先端がフィニッシュラインを通過した順

とする。

31-1-3  優勝者がフィニッシュラインを通過したら他のライダーはその時点で走行している周回を終え、フィニ

ッシュラインを通過した時点で終了となる。

31-2  順位の優先順位

31-2-1  チェッカーを受けた完走者の中から周回数の多い順に決定される。同周回数の場合はフィニッシュライ

ンの通過順位による。

31-2-2  チェッカーを受けなかった完走者を周回数の多い順に決定する。同周回数の場合はフィニッシュライン

通過順位による。

31-2-3  チェッカーは優勝者がフィニッシュラインを通過した後特別規則に示す時間、フィニッシュラインで提

示される。

31-3  完走者

  優勝者の周回数の75％（少数点以下切り捨て）以上を走行したライダー。
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32　�賞および得点

32-1  賞の詳細については公式通知に示される。

32-2  得点は、下記のポイントが与えられる。

 全日本選手権／S1チャレンジのポイント

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位 12位 13位 14位 15位
25 20 16 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

・クラス成立台数は2台以上（1台以下は不成立）とする。

・得点は、完走者のみに与えられる。

32-3  決勝2レースの場合のポイントは、レースごとに32-2項のポイントが与えられる。

32-4  S1チャレンジのポイントは、当該クラスの総合順位からライセンスB級の者のみを抽出した順位により、

32-2項のポイントが与えられる。

32-5  S1チャレンジは、スーパーモトB級のライダーにのみポイントが付与され、ランキングが決定される。

32-6  全日本スーパーモト選手権のシリーズランキングは、全クラス、全レースの合計ポイントにて決定される。

32-7  全日本選手権指定ゼッケン

  前年度全日本選手権スーパーモト選手権の当該クラスのシリーズランキング順によって指定ゼッケンが

与えられる。

32-8  決勝2レースにおける決勝中止および打ち切り時の得点について

32-8-1  決勝2レースの内、決勝の1レースが中止された場合は、中止された決勝が、走行が2周以下の場合は、

ノ一ポイントとする（予選を行った場合は、予選結果にて正規のポイントの1/2（少数点以下第2位四捨

五入）のポイントを与える）。

  走行が 3 周以上かつトップのライダーが本来のレース周回数 50% 未満を完了しないうちにレースを打ち

切った場合は正規のポイントの2/3（小数点以下第2位四捨五入）のポイントを与える。

32-8-2  決勝2レースの内、決勝2レースとも中止された場合は、ノ一ポイントとする。予選を行った場合は、予

選結果にて正規のポイントの1/2（少数点以下2桁は四捨五入）のポイントを与える。ただし、この場合

のポイントは大会として1回のみ付与される。

  この予選結果（決勝1レースと2レースの決勝グリッド）が異なる場合は、全選手が走行する予選を指し、

大会特別規則または公式通知にて適用される予選が公示される。

33　�総合表彰

33-1  総合表彰が行われる場合、総合順位の決定は、以下に記すとおりとする。

33-1-1  レース1、レース2の合計獲得ポイントの多い者。

33-1-2  上記33-1-1で決定できない場合は、レース2の成績を優先する。

34　�レース終了後の車両保管と再検査

34-1  原則として1位～6位の車両は、所定の位置より競技役員の指示に従って車両保管区域へ入らなければな

らない。

34-2  原則として1位～6位の車両は、音量測定およびエンジンを分解して排気量を測定するほか、規定を越え

る改造などについて再検査を行うことがある。

34-3  原則として1位～6位の車両は、暫定結果発表後20分間保管される。ただし、公式通知において、保管

時間を特別規則で定める場合がある。

34-4  車両規定および音量規定を満たしていない車両のライダーは、大会審査委員会により罰則が科せられる。
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35　�レースおよび大会の延期・中止等

35-1  大会は、原則として本規則に基づいて発表した日程から変更または延期されることはない。

35-2  レースまたは大会が参加申込み後に中止された場合、参加者が支払った出場料は返還されるが、他の一

切の損害賠償を主催者に請求することはできない。

36　�抗議

36-1  抗議は、第4章 MFJ裁定規則　37 競技会における大会審査委員会への抗議による。

36-2  抗議は、暫定結果発表後20分以内に当該ライダーおよびエントラント代表者が行うことができる。

36-3  車両の分解検査に要した費用は、その抗議が不成立の場合は抗議提出者、成立した場合には抗議対象者

が支払わねばならない。この車両の分解等に要した費用は車検長が算定する。

36-4  車両の分解検査に立ち会う者は、車検長および抗議を受けた当事者のみとする。

37　�レース中の違反行為に対する罰則

　レース中の違反行為については、競技監督ならびに大会審査委員会がその権限において下記の罰則を科すことができる。

37-1  失格

37-1-1  故意に走路を妨害した場合。

37-1-2  コースを逆走した場合。

37-1-3  示された合図旗に従わなかった場合。

37-1-4  ジャンプスタートを2度繰り返した場合。

37-2  1周減算、レース結果に30秒加算または失格

37-2-1  レース中に他のいかなる援助を受けた場合。

  公式練習、公式予選およびレース／ヒートの間に外部からの他のいかなる援助を受けた場合（ただし、

オーガナイザーに任命されたオフィシャルが役務の一環として安全上の理由から援助する場合は例外と

する）。

37-2-2  1 度コース外に出て、明らかに自分に有利となる所より再びコースに復帰したと判断された場合、大会

審査委員会の裁定によりレース結果に30秒加算または1周減算

37-3  上記以外は、その軽重により、大会審査委員会が第4章 MFJ裁定規則に基づき罰則を科す。

38　�主催者の権限

38-1  参加申込の受付に際して、その理由を示すことなく、参加者、ライダー、ピットクルーを選択あるいは

参加を拒否することができる。

38-2  チーム名が公序良俗に反するなど、チーム名としてふさわしくない場合、公式プログラム・結果表への

記載拒否または変更を命じることができる。

38-3  競技監督が必要と認めた場合、ライダーに対し指定医師による健康診断書の提出を要求し、競技出場の

健康上の理由による可否を最終的に決定することができる。

38-4  競技番号（ゼッケン番号）の指定、あるいはピットの割当等にあたり、各参加者の優先順位を決定する

ことができる。

38-5  大会スポンサーの広告を参加車両等に貼付させることができる。

38-6  止むを得ない理由により、公式プログラムの印刷に間に合わなかったライダーの氏名登録または変更に

ついて許可することができる。

38-7  すべての参加者（ライダー、ピット要員、キャンペーンギャル等含む）の肖像権およびその参加車両の

音声、写真、映像など報道、放送、放映、出版（ビデオ/CD-ROM/DVD等）、および電子メディア（イ
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ンターネット等における報道・放送・放映などすべて含む）に関する権限を有し、この権限を第三者が

使用することを許可できる。

38-8  公序良俗に反する言動がある参加者に対しては、選手受付後であっても参加を拒否することができる。

39　�本規則の解釈

　規則および競技に関する疑義は、大会事務局に質疑をすることができる。なお、この回答は、大会審査委員会の解釈、

決定が最終的なものとして示される。

40　�本規則の施行

　本規則は、2025年1月1日より施行する。


